
第156期 中間決算公告

2025年12月24日 東京都千代田区丸の内一丁目３番３号
みずほ信託銀行株式会社
取締役社長 笹田 賢一

中間連結貸借対照表（2025年９月30日現在）

（単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）

現 金 預 け 金 1,396,638 預 金 1,980,466

債 券 貸 借 取 引 支 払 保 証 金 20,025 譲 渡 性 預 金 166,500

買 入 金 銭 債 権 12,626 コ ー ル マ ネ ー 及 び 売 渡 手 形 7,207

金 銭 の 信 託 32,212 借 用 金 706,000

有 価 証 券 371,988 信 託 勘 定 借 975,398

貸 出 金 2,460,777 そ の 他 負 債 99,248

外 国 為 替 8,517 賞 与 引 当 金 8,368

そ の 他 資 産 122,706 変 動 報 酬 引 当 金 127

有 形 固 定 資 産 94,853 退 職 給 付 に 係 る 負 債 1,161

無 形 固 定 資 産 18,523 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 178

退 職 給 付 に 係 る 資 産 72,527 睡 眠 預 金 払 戻 損 失 引 当 金 183

繰 延 税 金 資 産 901 繰 延 税 金 負 債 37,454

支 払 承 諾 見 返 8,936 支 払 承 諾 8,936

貸 倒 引 当 金 △5,614 負 債 の 部 合 計 3,991,230

（ 純 資 産 の 部 ）

資 本 金 247,369

資 本 剰 余 金 17,825

利 益 剰 余 金 325,520

自 己 株 式 △79,999

株 主 資 本 合 計 510,715

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 89,906

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 9,261

為 替 換 算 調 整 勘 定 897

退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額 13,484

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 合 計 113,550

非 支 配 株 主 持 分 125

純 資 産 の 部 合 計 624,390

資 産 の 部 合 計 4,615,621 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 4,615,621



中間連結損益計算書〔 2025年４月１日から
2025年９月30日まで 〕

（単位：百万円）

科 目 金 額

経 常 収 益 111,396

信 託 報 酬 31,755

資 金 運 用 収 益 23,008

（ う ち 貸 出 金 利 息 ） ( 13,062 )

（ う ち 有 価 証 券 利 息 配 当 金 ） ( 3,705 )

役 務 取 引 等 収 益 48,014

そ の 他 業 務 収 益 966

そ の 他 経 常 収 益 7,650

経 常 費 用 82,908

資 金 調 達 費 用 11,373

（ う ち 預 金 利 息 ） ( 3,600 )

役 務 取 引 等 費 用 17,248

そ の 他 業 務 費 用 24

営 業 経 費 52,483

そ の 他 経 常 費 用 1,779

経 常 利 益 28,487

特 別 利 益 11,673

特 別 損 失 163

税 金 等 調 整 前 中 間 純 利 益 39,998

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 12,780

法 人 税 等 調 整 額 △1,201

法 人 税 等 合 計 11,578

中 間 純 利 益 28,419

非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 中 間 純 利 益 27

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 中 間 純 利 益 28,391



記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

中間連結財務諸表の作成中間連結財務諸表の作成中間連結財務諸表の作成中間連結財務諸表の作成中間連結財務諸表の作成方方方方方針針針針針

１．連結の範囲に関する事項

（１）連結される子会社及び子法人等 10社

主要な会社名

みずほ不動産販売株式会社

Mizuho Trust & Banking (Luxembourg) S.A.

みずほリアルティOne株式会社

(連結の範囲の変更)

合同会社FUNADE他１社は新規設立により、当中間連結会計期間から連結の範囲に含めておりま

す。

みずほトラストビジネスオペレーションズ株式会社他２社は清算等により、当中間連結会計期

間より連結の範囲から除外しております。

（２）非連結の子会社及び子法人等

該当ありません。

２．持分法の適用に関する事項

（１）持分法適用の非連結の子会社及び子法人等

該当ありません。

（２）持分法適用の関連法人等 ２社

日本株主データサービス株式会社

日本ペンション・オペレーション・サービス株式会社

（３）持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等

該当ありません。

（４）持分法非適用の関連法人等

該当ありません。

３．連結される子会社及び子法人等の中間決算日等に関する事項

（１）連結される子会社及び子法人等の中間決算日は次の通りであります。

６月末日 １社

９月末日 ７社

１月末日 １社

７月末日 １社

（２）１月末日を中間決算日とする連結される子会社及び子法人等については、中間連結決算日現在

で実施した仮決算に基づく中間財務諸表により連結しております。また、その他の連結される子

会社及び子法人等については、それぞれの中間決算日の中間財務諸表により連結しております。

中間連結決算日と上記の中間決算日との間に生じた重要な取引については、必要な調整を行っ

ております。



会計方針に関する事会計方針に関する事会計方針に関する事会計方針に関する事会計方針に関する事項項項項項

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

（イ）有価証券の評価は、その他有価証券については時価法（売却原価は主として移動平均法に

より算定）、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っ

ております。

なお、その他有価証券の評価差額については、時価ヘッジの適用により損益に反映させ

た額を除き、全部純資産直入法により処理しております。

（ロ）金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記(イ)と同じ方法によ

り行っております。

（２）デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。

（３）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

有形固定資産は、建物については主として定額法、その他については主として定率法を採

用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。

また、主な耐用年数は次の通りであります。

建 物：３年～50年

その他：２年～20年

②無形固定資産

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、当行ならびに連結される子会社及び子法人等で定める利用可能期間（主として５年～

10年）に基づいて償却しております。

③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、原則

として自己所有の固定資産に適用する方法と同一の方法で償却しております。

（４）貸倒引当金の計上基準

当行の貸倒引当金は、あらかじめ定めている償却・引当基準にのっとり、次の通り計上し

ております。

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という）

に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下「実質破綻先」という）に係る債権に

ついては、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見

込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は

経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下

「破綻懸念先」という）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保

証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必

要と認める額を計上しております。

破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額が一定額以上の大口債務者の

うち、債権の元本の回収及び利息の受け取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もる

ことができる債権については、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率

等で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法（キャッシュ・フロー

見積法）により計上しております。また、当該大口債務者のうち、将来キャッシュ・フロー

を合理的に見積もることが困難な債務者に対する債権については、個別的に算定した予想損

失額を計上しております。



上記以外の債権については、主として今後１年間の予想損失額又は今後３年間の予想損失

額を見込んで計上しており、予想損失額は、１年間又は３年間の貸倒実績又は倒産実績を基

礎とした貸倒実績率又は倒産確率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、

これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該

部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。

なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の

評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債

権額から直接減額しており、その金額は212百万円であります。

その他の連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒

実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収

可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。

（追加情報）

当行グループは、「検査マニュアル廃止後の融資に関する検査・監督の考え方と進め方」

（金融庁 令和元年12月18日）の趣旨を踏まえ、一部の与信に対して、マクロ経済シナリオ等

が信用リスクに与える影響を貸倒引当金に反映しております。具体的には、通商産業政策等

の動向及びその波及影響を踏まえたシナリオを用い、将来発生すると見込まれるポートフォ

リオへの影響を見積り、総合的な判断を踏まえて必要と認められる予想損失額を見積もって

おります。当該シナリオには米国における関税政策等の影響を考慮した事業環境見通し及び

自動車関連サプライチェーンへの連鎖も踏まえた業績悪化懸念等の仮定が含まれておりま

す。なお、中間連結財務諸表の作成にあたって用いた上記会計上の見積りの方法及び当該見

積りに用いた主要な仮定については前連結会計年度に係る連結財務諸表の（重要な会計上の

見積り）に記載した内容から重要な変更はありません。

（５）賞与引当金の計上基準

賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額

のうち、当中間連結会計期間に帰属する額を計上しております。

（６）変動報酬引当金の計上基準

変動報酬引当金は、当行の役員及び常務執行役員に対する報酬のうち変動報酬として支給

する業績給及び株式報酬の支払いに備えるため、当連結会計年度の変動報酬に係る基準額に

基づく支給見込額のうち、当中間連結会計期間に帰属する額を計上しております。

（７）役員退職慰労引当金の計上基準

役員退職慰労引当金は、役員及び執行役員の退職により支給する退職慰労金に備えるため、

内規に基づく支給見込額のうち、当中間連結会計期間末までに発生していると認められる額

を計上しております。

（８）睡眠預金払戻損失引当金の計上基準

睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に

備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しており

ます。



（９）退職給付に係る会計処理の方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間連結会計期間末までの期間に帰属

させる方法については給付算定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算

上の差異の損益処理方法は次の通りであります。

過去勤務費用：その発生連結会計年度に一時損益処理

数理計算上の差異：各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数

（10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会

計年度から損益処理

なお、一部の連結される子会社及び子法人等は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の

計算に、退職給付に係る当中間連結会計期間末の自己都合要支給額を退職給付債務とする方

法を用いた簡便法を適用しております。

（10）重要な収益の計上方法

証券関連業務手数料には、主に売買委託手数料及び事務代行手数料が含まれております。

売買委託手数料には、投資信託の販売手数料が含まれており、顧客との取引日の時点で認識

されます。事務代行手数料には、投資信託の記録管理等の事務処理に係る手数料が含まれて

おり、関連するサービスが提供されている期間にわたり認識されます。

預金・貸出業務手数料には、預金関連業務手数料及び貸出関連業務手数料が含まれており

ます。預金関連業務手数料は収益認識会計基準の対象ですが、コミットメント手数料やアレ

ンジメント手数料などの貸出関連業務手数料の大部分は、収益認識会計基準の対象外です。

預金関連業務手数料には、口座振替に係る手数料等が含まれており、顧客との取引日の時点、

又は関連するサービスが提供された時点で認識されます。

信託関連業務には、主に不動産媒介の手数料や不動産の相談手数料、証券代行関連手数料、

遺言手数料が含まれております。不動産媒介の手数料は、不動産等の媒介に係るサービスの

対価として受領する手数料であり、原則として対象不動産又は信託受益権の売買契約締結時

に認識されます。不動産の相談手数料は、不動産のコンサルティング等に係るサービスの対

価として受領する手数料であり、関連するサービスが提供された時点、又は関連するサービ

スが提供されている期間にわたり認識されます。証券代行関連手数料は、証券代行業務及び

付随するサービスの対価として受領する手数料であり、関連するサービスが提供された時点、

又は関連するサービスが提供されている期間にわたり認識されます。遺言手数料は、遺言の

執行受託や遺産整理等の役務の提供の対価として受領する手数料であり、関連するサービス

が提供された時点、又は関連するサービスが提供されている期間にわたり認識されます。

代理業務手数料には、株式等の常任代理業務手数料が含まれており、関連するサービスが

提供されている期間にわたり認識されます。

その他の役務収益には、SPC事務の受任手数料、不動産ファンドや投資法人に対する運用管

理の手数料、年金関連手数料、生命保険の販売手数料等が含まれております。SPC事務の受任

手数料、不動産ファンドや投資法人に対する運用管理の手数料は、契約時点や契約書で定め

られた業務の完了時点、又は関連するサービスが提供されている期間にわたり認識されま

す。年金関連手数料は、年金関連の投資顧問に係るサービスの対価として受領する手数料が

主なものであり、主に関連するサービスが提供されている期間にわたり認識されます。生命

保険の販売手数料は、保険商品の販売の対価として収受し、顧客との取引日の時点で認識さ

れます。

信託報酬には、主に委託者から信託された財産の管理、運用等のサービス提供の対価とし

て受領する手数料が含まれており、信託設定時点や契約書で定められた業務の完了時点、又

は関連するサービスが提供されている期間にわたり認識されます。



（11）外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

当行の外貨建資産・負債は、主として中間連結決算日の為替相場による円換算額を付して

おります。

連結される子会社及び子法人等の外貨建資産・負債については、それぞれの中間決算日等

の為替相場により換算しております。

（12）重要なヘッジ会計の方法

（イ）金利リスク・ヘッジ

当行の金融資産・負債から生じる金利リスクのヘッジ取引に対するヘッジ会計の方法とし

て、繰延ヘッジを適用しております。

小口多数の金銭債権債務に対する包括ヘッジについて、「銀行業における金融商品会計基

準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第

24号 2022年３月17日。以下「業種別委員会実務指針第24号」という）を適用しておりま

す。

ヘッジ有効性の評価は、小口多数の金銭債権債務に対する包括ヘッジについて以下の通り

行っております。

（ⅰ）相場変動を相殺するヘッジについては、ヘッジ対象となる預金・貸出金等と

ヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の期間ごとにグルーピングのうえ特定

し有効性を評価しております。

（ⅱ）キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段

の金利変動要素の相関関係を検証し有効性を評価しております。

（ロ）為替変動リスク・ヘッジ

外貨建その他有価証券（債券以外）の為替変動リスクをヘッジするため、事前にヘッジ対

象となる外貨建有価証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について外貨ベースで取得原

価以上の直先負債が存在していること等を条件に包括ヘッジとして時価ヘッジを適用してお

ります。

（13）グループ通算制度の適用

当行及び一部の国内の連結される子会社は、株式会社みずほフィナンシャルグループを通

算親会社とするグループ通算制度を適用しております。



注記事注記事注記事注記事注記事項項項項項

（（（（（中間連結貸借対照表関中間連結貸借対照表関中間連結貸借対照表関中間連結貸借対照表関中間連結貸借対照表関係係係係係）））））

１．関係会社の株式総額（連結される子会社及び子法人等の株式を除く） 3,739 百万円

２．現金担保付債券貸借取引により受け入れている有価証券のうち、売却又は（再）担保という方法

で自由に処分できる権利を有する有価証券で、当中間連結会計期間末に当該処分をせずに所有して

いる有価証券は19,932百万円であります。

３．銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次の通りであります。

なお、債権は、中間連結貸借対照表の貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金

ならびに支払承諾見返の各勘定に計上されるものならびに注記されている有価証券の貸付を行って

いる場合のその有価証券（使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。）であります。

破産更生債権及びこれらに準ずる債権額 40百万円

危険債権額 4,341百万円

要管理債権額 6,176百万円

三月以上延滞債権額 －百万円

貸出条件緩和債権額 6,176百万円

小計額 10,558百万円

正常債権額 2,469,524百万円

合計額 2,480,082百万円

破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立

て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。

危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、

契約に従った債権の元本の回収及び利息の受け取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及

びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。

三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払いが約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸

出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権ならびに危険債権に該当しないものであります。

貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息

の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産

更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権ならびに三月以上延滞債権に該当しないものでありま

す。

正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、破産更生債権及び

これらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権ならびに貸出条件緩和債権以外のものに区分さ

れる債権であります。

なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

４．手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しております。これによ

り受け入れた商業手形は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりま

すが、その額面金額は50百万円であります。



５．担保に供している資産は次の通りであります。

担保に供している資産

貸出金 35,812百万円

担保資産に対応する債務

預金 1,967百万円

借用金 16,000百万円

上記のほか、為替決済の担保として、「有価証券」99,910百万円を差し入れております。

また、「その他資産」には、保証金3,491百万円、金融商品等差入担保金等190百万円が含まれて

おります。

６．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受

けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付ける

ことを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は1,121,687百万円でありま

す。このうち原契約期間が１年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能なものが849,840百

万円あります。

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高その

ものが必ずしも将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多

くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、実行申し込みを受けた

融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約

時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保の提供を受けるほか、契約後も定期的にあらか

じめ定めている内部手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上

の措置等を講じております。

７．有形固定資産の減価償却累計額 21,818 百万円

８．元本補てん契約のある信託の元本金額は、金銭信託680,292百万円であります。

９．銀行法施行規則第17条の５第１項第３号ロに規定する連結自己資本比率（国際統一基準）は

34.58％であります。



（（（（（中間連結損益計算書関中間連結損益計算書関中間連結損益計算書関中間連結損益計算書関中間連結損益計算書関係係係係係）））））

１．「その他経常収益」には、株式等売却益5,536百万円を含んでおります。

２．「営業経費」には、人件費28,212百万円を含んでおります。

３．「その他経常費用」には、株式等売却損580百万円、財形貯蓄商品の廃止に伴う費用437百万円、

転貸にかかる不動産賃借料256百万円を含んでおります。

４．「特別利益」には、退職給付信託返還益7,536百万円、為替換算調整勘定取崩益3,129百万円を含

んでおります。「為替換算調整勘定取崩益」はMizuho Trust ＆ Banking (Luxembourg) S.A.の

減資に伴い計上したものであります。

５．「特別損失」には、固定資産処分損153百万円を含んでおります。

６．銀行法施行規則第18条第３項に規定する中間連結財務諸表における中間包括利益の金額は、

38,132百万円であります。



（（（（（金融商品関金融商品関金融商品関金融商品関金融商品関係係係係係）））））

１．金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

2025年９月30日における中間連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額、レベルごとの時価

は、次の通りであります。なお、市場価格のない株式等及び組合出資金等は、次表には含めており

ません（（注３）参照）。また、現金預け金、債券貸借取引支払保証金、譲渡性預金、コールマネ

ー及び売渡手形、信託勘定借は主に短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、

注記を省略しております。

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３

つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される

当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算

定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプッ

トがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類し

ております。



(１) 時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品

当中間連結会計期間(2025年９月30日)

(単位：百万円)

区分
中間連結貸借対照表計上額

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

買入金銭債権 － － 1,340 1,340

有価証券

その他有価証券

株式 166,197 － － 166,197

国債 107,912 － － 107,912

社債 － 37,979 － 37,979

外国証券 19,272 － － 19,272

その他(＊１) 12,562 67 － 12,630

資産計 305,944 38,047 1,340 345,332

デリバティブ取引(＊２、３)

金利債券関連 － 32,105 － 32,105

デリバティブ取引計 － 32,105 － 32,105

(＊１) 「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日)第24-９項の

基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託については、上記表には含めておりません。

第24-９項の取扱いを適用した投資信託の中間連結貸借対照表計上額は533百万円であります。

(＊２) その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。

デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目に

ついては、( )で表示しております。

(＊３) デリバティブ取引のうち、ヘッジ会計を適用している取引の中間連結貸借対照表計上額は4,032百万円とな

ります。

(２) 時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

当中間連結会計期間(2025年９月30日)

(単位：百万円)

区分
時価 中間連結貸借

対照表計上額
差額

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

買入金銭債権 － － 11,286 11,286 11,286 －

金銭の信託 － － 28,320 28,320 28,320 －

貸出金 2,460,777

貸倒引当金(＊) △5,404

－ － 2,431,893 2,431,893 2,455,372 △23,479

資産計 － － 2,471,499 2,471,499 2,494,979 △23,479

預金 － 1,975,105 － 1,975,105 1,980,466 △5,361

借用金 － 706,000 － 706,000 706,000 －

負債計 － 2,681,105 － 2,681,105 2,686,466 △5,361

(＊) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。なお、貸出金以外の科目について

は、対応する貸倒引当金の重要性が乏しいため、中間連結貸借対照表計上額にて計上しております。



（注１）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

資 産

（１）買入金銭債権

買入金銭債権については、見積将来キャッシュ・フローの現在価値を時価としており、重要

なインプットである割引率等が観察不能であることから主にレベル３に分類、又は債権の性質

上短期のもの等であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価として

おり、レベル３に分類することとしております。

（２）金銭の信託

金銭の信託については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし

ており、構成物のレベルに基づき、レベル３の時価に分類することとしております。

なお、保有目的ごとの金銭の信託に関する注記事項については「（金銭の信託関係）」に記

載しております。

（３）有価証券

有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル１の

時価に分類することとしております。主に株式、国債がこれに含まれます。公表された相場価

格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル２の時価に分類することとしており

ます。

投資信託は、市場価格又は公表されている基準価額等によっており、活発な市場における無

調整の相場価格を利用できるものはレベル１、そうでないものはレベル２の時価に分類するこ

ととしております。また、市場における取引価格が存在しない投資信託について、解約又は買

戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基

準価額を時価とし、レベル２の時価に分類することとしております。

私募債は、内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金等の合計額を信用リスク等のリスク

要因を織込んだ割引率で割り引いて時価を算定しており、観察できないインプットによる影響

が重要な場合はレベル３、そうでない場合はレベル２の時価に分類することとしております。

なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については「（有価証券関係）」に記載し

ております。

（４）貸出金

貸出金については、主に貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合

計額を信用リスク等のリスク要因を織込んだ割引率で割り引いて時価を算定しており、当該割

引率が観察不能であることからレベル３の時価に分類することとしております。

また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシ

ュ・フローの現在価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定して

いるため、時価は中間連結決算日(連結決算日)における中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)

上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似していることから、当該価額を

時価としており、レベル３の時価に分類することとしております。

貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けてい

ないものについては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額に近似しているも

のと想定されるため、帳簿価額を時価としており、レベル３の時価に分類することとしており

ます。



負 債

（１）預金

要求払預金については、中間連結決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみ

なしております。また、定期預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・

フローを割り引いて現在価値を算定しております。その割引率は、市場金利を用いておりま

す。これらについては、レベル２の時価に分類することとしております。

（２）借用金

借用金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお

ります。これらについては、レベル２の時価に分類することとしております。

デリバティブ取引

デリバティブ取引については、店頭取引であり、公表された相場価格が存在しないため、取引

の種類や満期までの期間に応じて現在価値技法等の評価技法を利用して時価を算定しておりま

す。それらの評価技法で用いている主なインプットは、金利であります。観察できないインプッ

トを用いていない又はその影響が重要でない場合はレベル２の時価に分類しており、プレイン・

バニラ型の金利スワップ取引が含まれます。

（注２）時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品のうちレベル３の時価に関する情報

（１）重要な観察できないインプットに関する定量的情報

当中間連結会計期間（2025年９月30日）

記載すべき重要な観察できないインプットに関する定量的情報はございません。

（２）期首残高から中間期末残高への調整表、当期の損益に認識した評価損益

当中間連結会計期間（2025年９月30日）

（単位：百万円）

期首

残高

当期の損益又は

その他の包括利益
購入、売却、

発行及び

決済の純額

レベル３

の時価へ

の振替

レベル３

の時価

から

の振替

中間

期末

残高

当期の損益に計上

した額のうち中間

連結貸借対照表日

において保有する

金融資産及び金融

負債の評価損益

損益に

計上

その他の

包括利益

に計上

買入金銭債権 1,530 － － △189 － － 1,340 －

（３）時価評価のプロセスの説明

当行グループはミドル部門及びバック部門において時価の算定に関する方針、手続及び、時

価評価モデルの使用に係る手続を定めております。算定された時価及びレベルの分類について

は、時価の算定に用いられた評価技法及びインプットの妥当性を検証しております。

時価の算定にあたっては、個々の資産の性質、特性及びリスクを最も適切に反映できる評価

モデルを用いております。また、第三者から入手した相場価格を利用する場合においても、利

用されている評価技法及びインプットの確認や類似の金融商品の時価との比較等の適切な方法

により価格の妥当性を検証しております。



（注３）市場価格のない株式等及び組合出資金等の中間連結貸借対照表計上額は次の通りであり、金融

商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している計表中の「金銭の信

託」及び「その他有価証券」には含まれておりません。

（単位：百万円）

区分
当中間連結会計期間

（2025年９月30日）

市場価格のない株式等（＊１） 11,928

組合出資金等（＊２） 19,427

（＊１）市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれ、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会

計基準適用指針第19号 2020年３月31日）第５項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。

（＊２）組合出資金等は主に匿名組合、投資事業組合、匿名組合出資を信託財産構成物とする金銭の信託等でありま

す。これらは「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17

日）第24-16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。

３．当中間連結会計期間において、３百万円の減損処理を行っております。



（（（（（有価証券関有価証券関有価証券関有価証券関有価証券関係係係係係）））））

中間連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「買入金銭債権」の一部を含めて記載しております。

１．満期保有目的の債券（2025年９月30日現在）

該当ありません。

２．その他有価証券（2025年９月30日現在）

種類
中間連結貸借対照表
計上額（百万円）

取得原価
（百万円）

差額
（百万円）

中間連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えるもの

株式 164,773 44,887 119,885

債券 13,377 13,303 74

国債 － － －

社債 13,377 13,303 74

その他 30,387 29,512 875

外国証券 19,272 19,039 232

買入金銭債権 － － －

その他 11,115 10,472 642

小計 208,539 87,703 120,836

中間連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えないもの

株式 1,423 1,687 △263

債券 132,514 132,907 △393

国債 107,912 107,918 △5

社債 24,601 24,989 △387

その他 3,388 3,469 △81

外国証券 － － －

買入金銭債権 1,340 1,340 －

その他 2,047 2,129 △81

小計 137,325 138,065 △739

合計 345,865 225,768 120,096

３．減損処理を行った有価証券

売買目的有価証券以外の有価証券（市場価格のない株式等及び組合出資金を除く）のうち、当該

有価証券の時価が取得原価（償却原価を含む。以下同じ）に比べて著しく下落しており、時価が取

得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間連結貸借

対照表計上額とするとともに、評価差額を当中間連結会計期間の損失として処理（以下「減損処

理」という）しております。

当中間連結会計期間における減損処理額の発生はありません。

また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準を定めており、その概要は、原則として

以下の通りであります。

・時価が取得原価の50％以下の銘柄

・時価が取得原価の50％超70％以下かつ市場価格が一定水準以下で推移している銘柄



（（（（（金銭の信託関金銭の信託関金銭の信託関金銭の信託関金銭の信託関係係係係係）））））

１．満期保有目的の金銭の信託（2025年９月30日現在）

該当ありません。

２．その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（2025年９月30日現在）

中間連結
貸借対照表
計上額

（百万円）

取得原価
（百万円）

差額
（百万円）

うち中間連結貸借
対照表計上額が取
得原価を超えるも

の
（百万円）

うち中間連結貸借
対照表計上額が取
得原価を超えない

もの
（百万円）

その他の金銭の信託 32,212 32,212 － － －

（注）「うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超

えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。



（（（（（収益認識関収益認識関収益認識関収益認識関収益認識関係係係係係）））））

１．収益の分解情報
(単位：百万円)

区分

当中間連結会計期間

（自 2025年４月１日

至 2025年９月30日）

経常収益 111,396

うち役務取引等収益 48,014

信託関連業務 35,883

代理業務手数料 3,973

証券関連業務手数料 1,302

預金・貸出業務手数料（注）１ 653

その他の役務収益 6,202

うち信託報酬 31,755

うちその他の経常収益（注）１ 31,626

（注）１．収益認識会計基準の対象となる契約による収益が一部含まれております。

２．上記の表に記載されている収益認識会計基準の対象となる契約による収益に関しては、主に「コンサルティ

ング部門」、「不動産部門」から発生しております。

２．契約資産及び契約負債の残高等

契約資産及び契約負債の残高等については、中間連結貸借対照表上、その他資産及びその他負債に

計上しています。当中間連結会計期間において、契約資産及び契約負債の残高等に重要性はありませ

ん。

３．残存履行義務に配分した取引価格

当中間連結会計期間において、既存の契約から翌期以降に認識することが見込まれる収益の金額に

重要性はありません。なお、１年以内の契約及び当行グループが請求する権利を有している金額で収

益を認識することができる契約については注記の対象に含めておりません。



（（（（（１１１１１株当たり情株当たり情株当たり情株当たり情株当たり情報報報報報）））））

１株当たりの純資産額 106円46銭

１株当たりの当期純利益金額 4円84銭



（（（（（重要な後発事重要な後発事重要な後発事重要な後発事重要な後発事象象象象象）））））

（株式譲渡による子会社の異動）

当行は、STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBHとの間で株式譲渡契約を締結し、当行の連結さ

れる子会社であるMizuho Trust & Banking (Luxembourg) S.A.の全株式を2025年10月１日に譲渡い

たしました。なお、本株式譲渡に伴い、Mizuho Trust & Banking (Luxembourg) S.A.は当行の連結

される子会社及び子法人等より除外されることとなります。

(1)株式譲渡の理由

当行はMizuho Trust & Banking (Luxembourg) S.A.を通して信託事業及び銀行事業を展開

してきましたが、事業ポートフォリオ見直しの結果、STATE STREET BANK INTERNATIONAL

GMBHに対し、Mizuho Trust & Banking (Luxembourg) S.A.の全株式を2025年10月１日で譲渡

いたしました。

(2)譲渡する相手会社の名称

STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH

(3)株式譲渡日

2025年10月１日

(4)譲渡する子会社の概要

名称：Mizuho Trust & Banking (Luxembourg) S.A.

事業内容：信託事業、銀行事業

資本金の額：54百万米ドル

(5)譲渡する株式数、譲渡前後の所有者株式数及び議決権所有割合

異動前の所有株式数 5,410,000株（議決権所有割合：100.0％）

譲渡株式数 5,410,000株

異動後の所有株式数 0株（議決権所有割合： 0.0％）

(6)譲渡価額及び連結財務諸表に与える影響

譲渡価格：15,313百万円

譲渡益 ： 7,943百万円


